
土木部発注工事における工事費見積りの留意事項 
 
 

１.工事費の見積りについては、「①実施設計書」「②数量集計表」 
「③図面」の順に、記載された事項を優先して行うこと。なお、 
契約後、設計図書の照査を行い、必要に応じて協議を行うこと。 
 
２．数量集計表に記載している受注者の任意施工に関するもの 

（施工方法、仮設方法）については、見積りの参考として記載し
ているものであり、図面、特記仕様書等で指定しているものを
除き、請負契約を拘束するものではない。 

 
 

 


